
製品は、年月の経過とともに、部品等が劣化し、火災や死亡事故を起こすおそれが高くなります。

そこで、国は、「長期使用製品安全点検・表示制度」
※を倉」設し、石油応、ろがまや石油給湯機など、特

に重大事故が発生するおそれが多い製品(特定保守製品)については、メーカーに所有者登録する

ことで、点検時期にお知らせが届くようになります。

(※平成21年4月 1国以降に製造・輸入された製品が対象)



回■

<表 示のイメTジ >

特定保守製品

1日特定製造事業者等名

株式会社○○○○

○○県○○市○○町○丁目○番地

2.製 造年月 20**年 **月

3.製 造番号 × ××一××X× ×

4コ設計標準使用期間 ○ 〇年

5コ点検期間 20**年 *月 ～20**年 *月

6口問合せ先

株式会社○○○○ お 客様相談センター

電話 :0120-○ ○一〇〇〇〇

ブラウン管
テレビ

換 気 扇 洗 濯 機
(洗濯乾爆構を除く)

エアコン

特定保守製品ほど重大事故
発生率は高くないですが、

事故件数が多い製品ですの
で、標準使用期間を参考
に、必要に応じて点検等を

行つてください。

<表 示のイメニジ >

【製  造   年 】  20**年

【設計上の標準使用期間】 ① O年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、

経年劣化による発火 。けが等の事故に至るおそれ

があります。




